
青森県 

◎
青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例
施
行
規
則 

  

 
 
 

昭
和
五
十
五
年
三
月
十
一
日 

規
則
第
六
号 

改
正 

平
成
四
年
四
月
三
十
日 

規
則
第
三
十
四
号 

 
 
 

平
成
六
年
九
月
二
十
六
日 

規
則
第
五
十
四
号 

 
 
 

平
成
八
年
十
月
十
六
日 

規
則
第
九
十
七
号 

 
 
 

平
成
十
二
年
三
月
一
日 

規
則
第
十
六
号 

 
 
 

平
成
十
四
年
三
月
二
十
七
日 

規
則
第
十
七
号 

 
 
 

平
成
十
七
年
四
月
二
十
七
日 

規
則
第
六
十
一
号 

 
 
 

平
成
十
九
年
一
月
二
十
二
日 

規
則
第
三
号 

 
 
 

平
成
二
十
一
年
三
月
六
日 
規
則
第
三
号 

  

（
趣 

旨
） 

第
一
条 

こ
の
規
則
は
、
青
森
県
青
少
年
健
全
育
成
条
例(

昭
和
五
十
四
年

十
二
月
青
森
県
条
例
第
三
十
四
号
。
以
下
「
条
例
」
と
い
う
。)

の
施
行

に
関
し
必
要
な
事
項(

条
例
第
十
一
条
第
二
項
第
六
号
に
規
定
す
る
利
用

カ
ー
ド
類
の
販
売
等
並
び
に
同
号
に
規
定
す
る
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介

営
業
及
び
無
店
舗
型
電
話
異
性
紹
介
営
業
に
係
る
も
の
を
除
く
。)

を
定

め
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
平
八
規
則
九
十
七
・
平
十
四
規
則
十
七
・
平
二
十
一
規
則
三
・
一
部

改
正
） 

  

（
申
出
書
の
様
式
） 

第
二
条 

次
の
各
号
に
掲
げ
る
申
出
は
、
そ
れ
ぞ
れ
当
該
各
号
に
定
め
る

様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

（
一
）
条
例
第
十
二
条
第
七
項
の
規
定
に
よ
る
指
定
又
は
指
定
の
取
消
し

の
申
出 

 

第
一
号
様
式 

（
二
）
条
例
第
二
十
七
条
の
規
定
に
よ
る
推
奨
又
は
表
彰
の
申
出 

 

第

二
号
様
式 

 

（
平
四
規
則
三
十
四
・
平
八
規
則
九
十
七
・
一
部
改
正
） 

  

（
指
定
図
書
類
と
み
な
さ
れ
る
図
書
類
に
つ
い
て
規
則
を
定
め

る
写
真
等
の
要
件
） 

第
三
条 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
一
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
写

真
又
は
絵
は
、
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
被
写
体
と

し
た
写
真
又
は
描
写
し
た
絵(

陰
部
を
覆
い
、
ぼ
か
し
、
又
は
塗
り
つ
ぶ

し
た
写
真
又
は
絵
を
含
む
。)

と
す
る
。 

 

（
一
）
全
裸
、
半
裸
又
は
こ
れ
ら
に
近
い
状
態
で
の
卑
わ
い
な
姿
態
で
次

の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の 

 
 
 

イ 

女
性
の
大
腿
部
を
開
い
た
姿
態 

 
 
 

ロ 

陰
部
、
臀
部
又
は
女
性
の
胸
部
を
誇
示
し
た
姿
態 

 
 
 

ハ 

自
慰
の
姿
態 

 
 
 

ニ 

女
性
の
排
泄
の
姿
態 

 
 
 

ホ 

男
女
の
愛
撫
の
姿
態 

 
 
 

へ 

緊
縛
の
姿
態 

（
二
）
性
交
又
は
こ
れ
に
類
す
る
性
行
為
で
次
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る

も
の 

 
 
 

イ 

性
交
又
は
こ
れ
を
連
想
さ
せ
る
行
為 

 
 
 

ロ 

強
姦
そ
の
他
の
陵
辱
行
為 

 
 
 

ハ 

同
性
間
の
性
行
為 

 
 
 

ニ 

変
態
性
欲
に
基
づ
く
性
行
為 

２ 

条
例
第
十
三
条
第
一
項
第
二
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
場
面
は
、

前
項
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
を
描
写
し
た
場
面(

陰
部
を
覆

い
、
ぼ
か
し
、
又
は
塗
り
つ
ぶ
し
た
も
の
を 

含
む
。)

と
す
る
。 

 

（
平
八
規
則
九
十
七
・
追
加
） 

  

（
指
定
特
定
が
ん
具
類
と
み
な
さ
れ
る
特
定
が
ん
具
類
に
つ
い

て
規
則
で
定
め
る
形
状
等
の
要
件
） 

第
四
条 

条
例
第
十
三
条
の
二
第
一
項
第
三
号
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め

る
形
状
、
構
造
又
は
機
能
は
、
専
ら
性
交
又
は
こ
れ
に
類
す
る
性
行
為

の
用
に
供
す
る
物
品
で
次
の
各
号
の
い
ず
れ
か
に
該
当
す
る
も
の
に
係

る
形
状
、
構
造
又
は
機
能
と
す
る
。 

（
一
）
性
器
の
形
状
又
は
性
器
に
著
し
く
類
似
す
る
形
状
を
有
す
る
物
品 

（
二
）
性
器
を
包
み
込
み
、
又
は
性
器
に
挿
入
す
る
こ
と
が
で
き
る
構
造

を
有
す
る
物
品
で
、
電
動
式
振
動
機
を
内
蔵
し
、
又
は
装
着
す
る
こ

と
が
で
き
る
構
造
を
有
す
る
も
の 

（
三
）
全
裸
又
は
半
裸
の
人
形(

気
体
又
は
液
体
で
膨
張
さ
せ
、
人
形
と
な

る
も
の
を
含
む
。)

 

 
（
平
八
規
則
九
十
七
・
追
加
） 

  

（
自
動
販
売
機
等
に
よ
る
図
書
類
等
の
販
売
等
の
届
出
） 

第
五
条 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と

す
る
者
は
、
販
売
等
開
始
届
出
書(

第
三
号
様
式)

に
次
に
掲
げ
る
書
類

を
添
付
し
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ
ば
な
ら
な
い
。 

（
一
）
届
出
者
の
住
民
票
の
写
し
又
は
こ
れ
に
代
わ
る
書
面(

届
出
者
が
法

人
で
あ
る
場
合
に
あ
つ
て
は
、
当
該
法
人
の
登
記
事
項
証
明
書)

 

（
二
）
自
動
販
売
機
又
は
自
動
貸
出
機(

以
下
「
自
動
販
売
機
等
」
と
い

う
。)

の
設
置
場
所
の
周
辺
の
見
取
図 

２ 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
事
項
は
、

同
条
第
一
項
第
一
号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
事
項
及
び
同
項
第
一

号
か
ら
第
三
号
ま
で
に
掲
げ
る
者(

法
人
の
代
表 

者
を
除
く
。)

に
係

る
電
話
番
号
と
す
る
。 

３ 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
二
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
販
売
等
変
更
届
出
書(

第
四
号
様
式)

に
次
の
各
号
に
掲
げ
る
場

合
に
応
じ
当
該
各
号
に
定
め
る
書
類
を
添
え
て
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

（
一
）
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
事
項
に
変
更
が
あ

つ
た
場
合
第
一
項
第
一
号
に
掲
げ
る
書
類 

（
二
）
条
例
第
十
三
条
の
四
第
一
項
第
三
号
に
掲
げ
る
事
項
の
う
ち
自
動

販
売
機
等
の
設
置
場
所
に
変
更
が
あ
つ
た
場
合
第
一
項
第
二
号
に
掲

げ
る
書
類 

４ 

条
例
第
十
三
条
の
四
第
三
項
の
規
定
に
よ
る
届
出
を
し
よ
う
と
す
る

者
は
、
販
売
等
廃
止
届
出
書(

第
五
号
様
式)

を
知
事
に
提
出
し
な
け
れ

ば
な
ら
な
い
。 

 

（
平
八
規
則
九
十
七
・
追
加
、
平
十
七
規
則
六
十
一
・
一
部
改
正
） 

  
(

異
性
同
伴
施
設
の
要
件)

 

第
六
条 

条
例
第
十
八
条
に
規
定
す
る
規
則
で
定
め
る
要
件
は
、
次
の
と

お
り
と
す
る
。 

（
一
）
客
室
を
異
に
す
る
客
の
共
用
に
供
さ
れ
る
べ
き
食
堂
、
休
憩
室
及

び
浴
室
が
な
い
こ
と
。 

（
二
）
客
室
の
収
容
定
員
が
二
人
で
あ
る
こ
と
。 

（
三
）
客
室
に
常
時
寝
具
が
用
意
さ
れ
て
い
る
こ
と
。 

 

（
平
八
規
則
九
十
七
・
旧
第
三
条
繰
下
・
一
部
改
正
） 

  
(

職
員
の
身
分
証
明
書)

 

第
七
条 

条
例
第
二
十
八
条
の
二
第
三
項
に
規
定
す
る
身
分
を
示
す
証
明

書(

同
条
第
一
項
の
規
定
に
よ
り
立
入
調
査
を
す
る
職
員
に
係
る
も
の
に

限
る
。)

は
、
第
六
号
様
式
に
よ
る
も
の
と
す
る
。 

 

（
平
四
規
則
三
十
四
・
追
加
、
平
八
規
則
九
十
七
・
旧
第
四
条
繰
下
・

一
部
改
正
） 

  
 
 

附 

則 

 

こ
の
規
則
は
、
昭
和
五
十
五
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
四
年
規
則
第
三
十
四
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
四
年
五
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
六
年
規
則
第
五
十
四
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
六
年
十
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
八
年
規
則
第
九
十
七
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
九
年
一
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。
た
だ
し
、
第
二

号
様
式
の
改
正
規
定
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
十
二
年
規
則
第
十
六
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
十
四
年
規
則
第
十
七
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
四
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則(

平
成
十
七
年
規
則
第
六
十
一
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
公
布
の
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 

 

附 

則(

平
成
十
九
年
規
則
第
三
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
十
九
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 

 
 
 

附 

則(

平
成
二
十
一
年
規
則
第
三
号)

 

 

こ
の
規
則
は
、
平
成
二
十
一
年
四
月
一
日
か
ら
施
行
す
る
。 


